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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】特定の特性を備え、物品のシャーシ又は本体部
分から延出する、弾性的伸展性の締着部材（時に留め「
タブ」としても知られる）を有する、使い捨ておむつな
どの着用可能な使い捨て吸収性物品が開示される。
【解決手段】この締着部材（５０ａ、５０ｂ）は伸展性
が高く、かつ、シャーシ（１０）又は本体部分近くの長
さが長く、遠位末端近くの長さが短いことで特徴づけら
れる全体的な形状を有し得る。開示される例は、物品が
適用及び着用されているときに、締着部材（５０ａ、５
０ｂ）の縁の折れ曲がり及び／又は裏返り、締着要素の
凹み、並びに締着部材（５０ａ、５０ｂ）の破断の問題
を回避するのに役立つよう、少なくとも約１，５００Ｎ
／ｍの剛性と、形状及び寸法上の特徴を備えた、締着領
域（７１）を有し得る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接合線（５１）から延出する一体形成された締着部材（５０ａ、５０ｂ）であって、該
締着部材（５０ａ、５０ｂ）が前記接合線を横切って伸縮方向（６７）に沿って延在し、
外側末端（５４）で終わっており、前記接合線（５１）が、長手方向に最も外側の第１横
方向縁部（６８）及び反対の長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）のそれぞれの
上にある長手方向に最も外側の第１及び第２接合点（５２、５３）を接続し、前記長手方
向に最も外側の第１横方向縁部（６８）は前記接合線（５１）から始まり前記外側末端（
５４）で終わる第１輪郭を有し、前記長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）は前
記接合線（５１）から始まり前記外側末端（５４）で終わる第２輪郭を有する、一体形成
された締着部材（５０ａ、５０ｂ）と、
　伸展性領域内側限界及び外側限界（８６、８７）を境界とする伸展性領域（６６）と、
　前記伸展性領域（６６）の外側に配置され、締着具（７０）を含み、締着領域第１及び
第２内側角（７２、７３）を有する、締着領域（７１）と、を含む着用可能な物品であっ
て、
　前記着用可能な物品は、
　前記締着部材が伸展性が高く、
　前記締着領域が少なくとも１，５００Ｎ／ｍの剛性を有し、
　前記第一輪郭が、前記締着領域第１内側角（７２）の内側にある第１交差点（７７）で
、前記長手方向に最も外側の第１接合点（５２）と前記締着領域第１内側角（７２）とを
結ぶ第１線分（７６）と交差している、着用可能な物品。
【請求項２】
　接合線（５１）から延出する一体形成された締着部材（５０ａ、５０ｂ）であって、該
締着部材（５０ａ、５０ｂ）が前記接合線を横切って伸縮方向（６７）に沿って延在し、
外側末端（５４）で終わっており、前記接合線（５１）は、長手方向に最も外側の第１横
方向縁部（６８）及び反対の長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）のそれぞれの
上にある長手方向に最も外側の第１及び第２接合点（５２、５３）を接続し、前記長手方
向に最も外側の第１横方向縁部（６８）は前記接合線（５１）から始まり前記外側末端（
５４）で終わる第１輪郭を有し、前記長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）は前
記接合線（５１）から始まり前記外側末端（５４）で終わる第２輪郭を有する、一体形成
された締着部材（５０ａ、５０ｂ）と、
　伸展性領域内側限界及び外側限界（８６、８７）を境界とする伸展性領域（６６）と、
　前記伸展性領域（６６）の外側に配置され、締着具（７０）を含み、締着領域第１及び
第２内側角（７２、７３）を有する、締着領域（７１）と、を含む着用可能な物品であっ
て、
　前記着用可能な物品は、
　前記締着部材が伸展性が高く、
　前記締着領域が少なくとも１，５００Ｎ／ｍの剛性を有し、
　前記締着部材が、前記締着領域（７１）の外側縁部（７５）から前記締着領域内側限界
（８６）までを測定した作用幅（ＷＡ）を有し、該作用幅は長手方向線Ｗ０及びＷ１００
を境界線とし、前記作用幅は、前記作用幅の２５％位置で長手方向線Ｗ２５によって、前
記作用幅の５０％位置で長手方向線Ｗ５０によって、前記作用幅の７５％位置で長手方向
線Ｗ７５によって、４つの等しい部分に分けることができ、前記締着部材は線Ｗ０、Ｗ２
５、Ｗ５０、及びＷ１００に沿ってそれぞれ測定可能な長さＬ０、Ｌ２５、Ｌ５０及びＬ
１００を有し、下記、
　Ｌ０は少なくともＬ１００の２５％であり、
　Ｌ２５は少なくともＬ１００の３０％であり、
　Ｌ５０は少なくともＬ１００の５０％である、という関係が存在する、着用可能な物品
。
【請求項３】
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　接合線（５１）から延出する一体形成された締着部材（５０ａ、５０ｂ）であって、該
締着部材（５０ａ、５０ｂ）が前記接合線を横切って伸縮方向（６７）に沿って延在し、
外側末端（５４）で終わっており、前記接合線（５１）は、長手方向に最も外側の第１横
方向縁部（６８）及び反対の長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）のそれぞれの
上にある長手方向に最も外側の第１及び第２接合点（５２、５３）を接続し、前記長手方
向に最も外側の第１横方向縁部（６８）は前記接合線（５１）から始まり前記外側末端（
５４）で終わる第１輪郭を有し、前記長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）は前
記接合線（５１）から始まり前記外側末端（５４）で終わる第２輪郭を有する、一体形成
された締着部材（５０ａ、５０ｂ）と、
　伸展性領域内側限界及び外側限界（８６、８７）を境界とする伸展性領域（６６）と、
　該伸展性領域（６６）の外側に配置され、締着具（７０）を含み、締着領域第１及び第
２内側角（７２、７３）を有する、締着領域（７１）と、を含む着用可能な物品であって
、
　該着用可能な物品は、
　前記締着部材が伸展性が高く、
　前記締着領域が少なくとも１，５００Ｎ／ｍの剛性を有し、
　前記締着部材が、前記締着領域（７１）の外側縁部（７５）から前記締着領域内側限界
（８６）までを測定した作用幅（ＷＡ）を有し、該作用幅は長手方向線Ｗ０及びＷ１００
を境界線とし、前記作用幅は、前記作用幅の２５％位置で長手方向線Ｗ２５によって、前
記作用幅の５０％位置で長手方向線Ｗ５０によって、前記作用幅の７５％位置で長手方向
線Ｗ７５によって、４つの等しい部分に分けることができ、
　前記長手方向に最も外側の横方向縁部（６８、６９）のうち少なくとも一方が、線Ｗ２
５とＷ５０との間に変曲点（９４）を画定している、着用可能な物品。
【請求項４】
　接合線（５１）から延出する一体形成された締着部材（５０ａ、５０ｂ）であって、該
締着部材（５０ａ、５０ｂ）が前記接合線を横切って伸縮方向（６７）に沿って延在し、
外側末端（５４）で終わっており、前記接合線（５１）は、長手方向に最も外側の第１横
方向縁部（６８）及び反対の長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）のそれぞれの
上にある長手方向に最も外側の第１及び第２接合点（５２、５３）を接続し、前記長手方
向に最も外側の第１横方向縁部（６８）は前記接合線（５１）から始まり前記外側末端（
５４）で終わる第１輪郭を有し、前記長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９）は前
記接合線（５１）から始まり前記外側末端（５４）で終わる第２輪郭を有する、一体形成
された締着部材と、
　伸展性領域内側限界及び外側限界（８６、８７）を境界とする伸展性領域（６６）と、
　前記伸展性領域（６６）の外側に配置され、締着具（７０）を含み、締着領域第１及び
第２内側角（７２、７３）を有する、締着領域（７１）と、を含む着用可能な物品であっ
て、
　該着用可能な物品は、
　前記締着部材が伸展性が高く、
　前記締着領域が少なくとも１，５００Ｎ／ｍの剛性を有し、
　強化末端領域（１５５）が前記伸展性領域（６６）の外側に配置され、前記強化末端領
域（１５５）が内側長さ（ＬＲ）を有し、
　該内側長さ（ＬＲ）が前記締着部材長さ（Ｌ）の６６％～８０％の範囲内である、着用
可能な物品。
【請求項５】
　前記第１輪郭が、前記長手方向に最も外側の第１接合点（５２）と前記締着領域第１内
側角（７２）とを結ぶ第１線分（７６）と、前記締着領域第１内側角（７２）の内側にあ
る第１交差点（７７）で交差する、請求項２、３又は４のいずれか一項に記載の着用可能
な物品。
【請求項６】
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　前記締着部材が、前記締着領域（７１）の外側縁部（７５）から前記締着領域内側限界
（８６）までを測定した作用幅（ＷＡ）を有し、該作用幅は長手方向線Ｗ０及びＷ１００
を境界線とし、前記作用幅は、前記作用幅の２５％位置で長手方向線Ｗ２５によって、前
記作用幅の５０％位置で長手方向線Ｗ５０によって、前記作用幅の７５％位置で長手方向
線Ｗ７５によって、４つの等しい部分に分けることができ、前記締着部材は線Ｗ０、Ｗ２
５、Ｗ５０、及びＷ１００に沿ってそれぞれ測定可能な長さＬ０、Ｌ２５、Ｌ５０及びＬ
１００を有し、下記、
　Ｌ０はＬ１００の少なくとも２５％であり、
　Ｌ２５はＬ１００の少なくとも３０％であり、
　Ｌ５０はＬ１００の少なくとも５０％である、という関係が存在する、請求項１、３又
は４のいずれか一項に記載の着用可能な物品。
【請求項７】
　前記締着部材が、前記締着領域（７１）の外側縁部（７５）から前記締着領域内側限界
線（８６）までを測定した作用幅（ＷＡ）を有し、該作用幅は長手方向線Ｗ０及びＷ１０
０を境界線とし、前記作用幅は、前記作用幅の２５％位置で長手方向線Ｗ２５によって、
前記作用幅の５０％位置で長手方向線Ｗ５０によって、前記作用幅の７５％位置で長手方
向線Ｗ７５によって、４つの等しい部分に分けることができ、前記長手方向に最も外側の
横方向縁部（６８、６９）のうち少なくとも一方が、線Ｗ２５とＷ５０との間に変曲点（
９４）を画定している、請求項１、２又は４のいずれか一項に記載の着用可能な物品。
【請求項８】
　前記伸展性領域（６６）の外側に配置された強化末端領域（１５５）を更に含み、該強
化末端領域（１５５）が内側長さ（ＬＲ）を含み、該内側長さ（ＬＲ）が前記締着部材長
さ（Ｌ）の６６％～８０％の範囲内である、請求項１、２又は３のいずれか一項に記載の
着用可能な物品。
【請求項９】
　下記、
　Ｌ０がＬ１００の２５％～６５％であり、
　Ｌ２５がＬ１００の３０％～６０％であり、
　Ｌ５０がＬ１００の５０％～１００％である、という関係が存在する、請求項２又は６
のいずれか一項に記載の着用可能な物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、全般に、使い捨ておむつなどの着用可能使い捨て吸収性物品に関係し、より
具体的には、その構成要素又は機能としての締着部材（留めタブとも呼ばれる）に関係す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一部の着用可能物品は、締着部材を含めて製造される。例えば、数種類のおむつは、相
対する向きに配置された１組の側面締着部材が、シャーシの第１腰部領域の各側面から横
方向に延在し、各締着部材はその外側末端又は末端付近に位置する締着具を有し、シャー
シの第２腰部領域に配置された締着部受け取り領域（「ランディング領域」）に取り付け
又は接着されるよう適合されて製造されている。締着部材は、部分的に又は全体が不織布
ウェブ材料で形成され得る。いくつかの例において、締着部材は、１層以上の不織布ウェ
ブ材料と１層以上又は１ストランド以上のポリマー弾性材のラミネートで少なくとも部分
的に形成され、少なくとも、適用及び使用時に締着部材が引っ張られる方向で、弾性的伸
展性であるように、形づくられ適合される。１つのタイプは、おむつの後側腰部領域から
延在する締着部材を有し、おむつを適用する人（以下「適用者」）がおむつを表面上に開
いて置き、おむつの後側領域を、横になった着用者の臀部の下になるようにして、着用者
の脚の間から手前にシャーシを当て、胴体下側の手前まで包み込み、後側腰部領域から臀
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部の回りに各締着部材を引っ張り、締着具を介して各締着部材の端を前側領域に取り付け
、これにより着用者に対し、ウエストバンド及びパンツ様の構造を形成することができる
よう意図されている。おむつが適用されるとき、各締着部材は臀部で着用者の皮膚に直接
接触し得る。
【０００３】
　締着部材を有するいくつかのおむつの例において、着用者の臀部の皮膚のかなりの面積
が覆われるよう、締着部材を形成することが望ましいことがある。これには、数多くの理
由の中で、次の２つが挙げられ得る：第１は、締着部材内の張力の垂直力成分を、狭い面
積よりもむしろ大きい面積の皮膚に分散することにより得られる快適さであり、第２は、
外観である。
【０００４】
　また、比較的感触が柔らかく、柔軟で、伸縮性の材料で、締着部材を形成することが望
ましいことがある。この目的には、快適さが挙げられ得る。
【０００５】
　締着部材は、適用時に強く引っ張ることにより、及び着用者の臀部の動きにより（特に
おむつがぴったりフィットして適用されている場合）、変化する力を受けることがある。
これらの力は、望ましくない様々な影響をもたらし得る。典型的な締着部材（例えば、お
むつの後側腰部領域から延在するもの）は、外側末端よりも内側末端の方が長い。この全
般的な形状は、例えば、着用者の臀部回りによりよくフィットし、締着部材が後側腰部領
域に接合する位置に沿ってより長い長さに横方向張力をよりよく分散し、これにより締着
部材の内側末端に隣接する線又は位置に沿って破断する可能性を低減することができるよ
う、組み込まれ得る。逆に言えば、外側末端（典型的にはこれに隣接して取り付けられた
締着具を有する）が比較的短いことにより、適用者は親指と人差し指の間で単につまむこ
とにより引っ張ることができ、短い外側末端をつまんで望ましい位置に単に配置すること
により、締着の点又は領域の選択と配置が容易になる。この全般的な形状は、横方向の張
力を、締着部材の長い内側領域から短い外側末端領域へと集中させる結果をもたらす。こ
の集中は、伸縮性と相まって、締着部材内での長手方向の力成分を形成する。
【０００６】
　締着部材内で作用する長手方向の力成分は、例えばパネル領域及び／又はその伸展性領
域などの締着部材の一部が望ましくなく横方向に折れ曲がり、及び／又は着用者から離れ
る方向へ裏返りやすくなる傾向を生み出し得る。最良の外観、均等な力の分配、及び着用
者の快適さのために、皮膚被覆を最大化する目的のため、締着部材のパネル領域は、その
状況下で可能な限り最長の長さ（シャーシに沿って長手方向の長さ）を有するよう形成さ
れ得る。長さを増すことにより、パネル領域を形成する材料の面積が追加される。パネル
領域の長さ及び表面積を増大させることにより、上縁部又は下縁部のいずれかに隣接する
パネル領域材料の望ましくない折れ曲がり／裏返りは、より起こりやすくなることがあり
、特に着用者が腰を屈曲させているときに起こりやすくなり得る。この問題は、「テープ
」タイプの締着部材においてはより明白であり得る。テープタイプでは、締着具を搭載し
、締着部材の末端領域を形成している比較的短いタブ部材が、比較的長いサイドパネル領
域に接合し、これにより、パネル領域が終わりタブ部材が延出する場所で、締着部材の長
さの段階的な減少が存在する。パネル領域及び／又はその伸展性領域が、伸展性が高い場
合（及び比較的柔軟な場合）、比較的短いタブ部材では、折れ曲がり裏返る傾向があり得
る。
【０００７】
　締着部材の末端領域を形成している層が、末端領域のすぐ内側の領域を形成している層
と同一の広がりを持つか又はこれより長いような例において、その縁部に隣接するパネル
領域の折れ曲がり／裏返りは起こりにくくなり得る。これは、締着部材内の横方向張力か
ら生じる長手方向の力成分が、末端領域に分配され得るからである。しかしながらその結
果、そのような長手方向の力成分は、締着具の横方向縁部で、又はその近くで作用し、締
着具に屈曲又は「凹み」を生じるのに寄与することがある。すなわち、横方向の縁部を上
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に巻き上げ、装着されている面から引き離すのに寄与し得る。例えば、あるタイプのおむ
つ締着部材には、フック材料の断片、面ファスナー式締着装置（例えば、３ＭのＡＰＬＩ
Ｘ又はＶＥＬＣＲＯ面ファスナーシステム）の構成要素からなる締着具が含まれ得る。対
応するループ側構成要素の断片は、おむつの前側腰部領域外側にあるランディング領域に
配置することができ、これによりフック側断片がランディング領域に押し付けられたとき
に接合が可能になる。別の例では、ランディング領域に配置された滑らかな表面に接着す
る効果のある接着剤を搭載した材料の断片からなる締着具を有してもよい。適用者が適用
時に横方向に引っ張る際、並びに／又は適用時及び／若しくは着用者の動きにより生じる
横方向の張力がかかるとき、締着部材内の張力の長手方向の力成分は、締着具断片の縁部
で作用し、その長手方向外側縁部を巻き上げてランディング領域から引き離そうとし、こ
れにより、締着具のランディング領域への付着が最適よりも劣る状態になるか、又は締着
具のランディング領域での保持性を弱めるか、更には締着具の保持性が破壊されることが
あり、これによりおむつが緩み、若しくは着用者から完全に外れることがある。
【０００８】
　いくつかの状況において、横方向の張力から生じる締着部材内の応力は、締着領域の内
側縁部近くの末端領域又は内側縁部上に集中し得る。その結果、応力集中の位置を始まり
とする破断の起こりやすさが増大する。例えば、応力は締着部材が末端領域に向かって狭
くなる位置に、特に、例えば基材材料に接着された比較的硬い材料の断片の縁部が存在す
ることによって生じるような、急激な構造的不連続性がある場合に、集中することがある
。適用者がおむつを適用するために締着部材のタグを引っ張ると、締着領域又はその近く
で、末端領域に破断が生じることがある。又は、末端領域は、着用者の動きから生じる応
力により、締着領域又はその近くで破断することがある。
【０００９】
　上記の事象、すなわちパネル領域の折れ曲がり／裏返り、締着具の凹み、及び破断は、
最適ではない性能及び／又は外観、製品の破損、及び消費者の不満をもたらし得るため、
問題であると見なされ得る。
【００１０】
　上記で識別された問題の起こる傾向は、締着部材を形成するのに比較的より強靱な材料
を使用することによって、低減することができる。より強靱で、ゆえにより硬く、折れ曲
がり及び破断に対してより抵抗性が高い材料が、パネル領域及び／又は伸展性領域の形成
に使用できる。例えば伸縮性ラミネートなどの材料の強靱さは、例えば、より大きな坪量
及び／又は密度を有する材料を使用することによって高めることができる。同様に、より
厚い及び／又はより密度の高い材料を選択して締着断片の曲げ剛性を高めることにより、
凹みに対して耐性を高めることができる。
【００１１】
　しかしながらこれらのアプローチは、望ましくない結果も生じ得る。締着具断片が硬直
し硬すぎる場合、着用者の腰部で締着されたときに硬い異物を感じることがあり、特定の
状況下では着用者の不快感の原因となり得る。伸縮性ラミネートの強度の増加は、剛性を
増加させ得るが、同時に伸展性と柔軟性を低下させることがある。動き及び曲げの際に、
身体の領域で着用者の皮膚に当たる材料の剛性が増加すると、着用者の不快感の傾向が増
大することがあり、着用者の皮膚に圧痕、刺激、及び擦れ剥きを促進することがある。使
い捨ておむつの製造業者にとっては、受容可能であるが比較的より強靱な材料は、比較的
より高価であり得る。締着部材が伸展性でない場合、又は十分には伸展性でない場合、例
えば、おむつの快適さ及びフィット性を確実に維持するには、シャーシの腰部領域に、追
加の伸縮特性を組み込むことが必要であり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　上記から、締着部材の設計には様々な関心事が関与し、使用される材料、特性及び構造
の組み合わせにおいて非常に多数の変数及び置換が可能であることが理解されよう。１つ
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の懸念に対処するため１つの材料、特性又は構造を変えると、他の懸念が浮上することが
ある。締着部材及びそれに関連する着用可能物品の快適さ、性能及び製造コストの懸念に
十分に対処しこれらを低減するような、使用される材料、特性及び構造の組み合わせにお
ける改善の必要は、常に存在する。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
　図面中、類似の番号又はその他の表記は、各図全体を通して類似の機能を示す。
【図１】おむつ形状の着用可能物品の簡略図であり、伸展して平らに置き、着用者に面す
る表面を上にして、上から見た図。
【図２】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図３】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図４】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図５】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図６】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図７】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図８】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例の図。
【図９】伸展方向に延ばしたときの、締着部材の一例の簡略化した横方向横断面分解概略
図。
【図１０Ａ】平らに置いて上から見たときの、締着部材の一例を描いたＣＡＤ図面の複製
。
【図１０Ｂ】図１０Ａに描かれた締着部材の一例の簡略化した横断面分解概略図。
【図１１】材料の曲げ剛性を試験する装置を示す立面図。
【図１２】図１１の装置と共に使用されるプランジャを示す正面図。
【図１３】図１１の装置と共に使用するためのプランジャを示す側面図。
【図１４】曲げ曲線上の、曲げピーク荷重及び傾きの計算範囲を示すグラフ。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　説明目的のため、下記の用語はそれぞれ示されている意味を有するよう意図される。
【００１５】
　本明細書で使用されるとき、用語「伸展性」は、バイアス力が材料に印加されたときに
、その材料が意図された目的で使用不能になるような破裂又は破損を起こすことなく、そ
の材料が元の弛緩時長さの少なくとも１１０％の伸長長さまで伸展することができる（す
なわち１０％延長可能）特性を指す。この定義に適合しない材料は、非伸展性であると見
なされる。いくつかの実施形態において、伸展性材料は、その材料が意図された目的で使
用不能になるような破裂又は破損を起こすことなく、その材料が元の弛緩時長さの１２５
％以上の伸長長さまで伸展することができる場合がある。伸展性材料は、バイアス力の印
加後に、回復を呈することがあり、又は呈さないこともある。
【００１６】
　本明細書全体を通じて、バイアス力が材料に印加されたときに、その材料が意図された
目的で使用不能になるような破裂又は破損を起こすことなく、その材料が元の弛緩時長さ
の少なくとも１１０％の伸長長さまで伸展することができ（すなわち１０％延長可能）、
かつ、その力が材料から取り除かれた後、その材料がその伸長の少なくとも４０％を回復
する場合に、その伸展性材料は「弾性的伸展性」であると見なされる。様々な例において
、弾性的伸展性材料から力が取り除かれたとき、その材料はその伸長の少なくとも６０％
、又は少なくとも８０％を回復し得る。
【００１７】
　「内側」及びその形態は、締着部材の特徴に関し、自由遠位端から最も遠い、又は自由
遠位端から離れる方向を意味する。
【００１８】
　「内側かつ長手方向に内向きの頂点」は、着用可能な物品の締着部材の横方向の特徴に
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関し、平らかつ水平に置いて上から見たときに、その頂点によって形成される角を等分す
る直線が、その角を形成する直線の一部と共に矢印を形成し、この矢印は締着部材上で少
なくとも部分的に長手方向の内向きで、かつ着用可能な部材の長手方向軸に対して垂直な
横線から離れ、横方向縁部に沿って長手方向に最も外側の点で交わり、かつ少なくとも部
分的に横方向に内側方向の、方向を指す。図２を参照し、そのような内側方向は矢印３で
示されている（長手方向軸２４に対して垂直）。長手方向に内側の方向は矢印４で示され
ている（長手方向軸２４に対して平行で、かつ横方向線６から離れる方向に向いている）
。内側かつ長手方向に内向きの方向の例は、矢印５で示されており、これは識別可能な内
側かつ長手方向に内向きの頂点７の図示例で形成されている。
【００１９】
　「接合線」は、着用可能な物品の他の構成要素から分離している構成要素を含む締着部
材に関して、締着部材が溶接、接合、接着、又は他の方法でその着用可能な物品に取り付
けられているとき、着用可能な物品の長手方向軸に平行な長手方向の直線で、かつ、締着
部材又はその一部が、それに対して付加された横方向の張力に応じて伸展可能であるとこ
ろの、最も内側の点を通り締着部材を横切る直線を意味する。注記：締着部材のいくつか
の例において、伸展性領域は、不規則な形状又は向きを有することがあり、また、複数の
伸展性部分からなることがある。そのような例においては、そのような形状、向き又は伸
展性部分が着用可能な物品の長手方向軸に最も近い点が、接合線の位置を印すものとなる
。「接合線」は、開いて伸長した位置で平らかつ水平に置き、上から見たときの配置状態
で、おむつシャーシの１つ以上の構成要素から分離しておらず、むしろ一体化した１つ以
上の構成要素を含む締着部材に関して、上述の注記に従い、（ａ）締着部材及び一体型シ
ャーシ構成要素に沿い、着用可能な物品の長手方向軸に平行で、かつ、締着部材が延出す
る側辺上の、最も狭い点でシャーシの長手方向縁部に揃っている、長手方向線、あるいは
（ｂ）締着部材又はその一部が伸展性である最も内側の点を通り固定部材を横切る長手方
向線、のいずれかを意味し、いずれにせよ長手方向線は、締着部材に沿って最も外側にあ
る。
【００２０】
　「横方向」（及びその形態）は、平らかつ水平に置いて上から見たときに、着用可能な
物品の締着部材が実質的に占める平面内に横たわる直線に関し、着用可能な物品の長手方
向軸に対して実質的に垂直な方向に関係する。「横方向」及び「幅」（及びその形態）は
、着用可能な物品の締着部材の特徴に関し、着用可能な物品に沿った長手方向軸に対し、
部分的又は完全に垂直な方向、又は全体的にその方向に従うことに関係する。「横方向」
及び「幅」（及びその形態）は、おむつシャーシの特徴に関し、シャーシの横方向軸に対
して実質的に平行な方向に関係する。
【００２１】
　「横方向軸」は、着用者によって着用されるよう適合された着用可能な物品に関し、そ
の物品の長手方向軸に対して垂直であり、かつ、その物品の長手方向長さを等分する軸を
意味する。
【００２２】
　本明細書において示される請求項の特徴又は要素は、「直線」又は「線分」又は「点」
として特定され、これらの直線、線分又は点は、別に記述のない限り、それらの実際の物
理的な特徴ではなく、むしろ物理的構造の位置の記述に使用する目的での幾何学的参照で
ある。
【００２３】
　「長手方向」及び「長さ」（及びこれらの形態）は、平らかつ水平に置いて上から見た
ときに、着用可能な物品の締着部材が実質的に占める平面内に横たわる直線に関し、その
物品が着用者によって立位又は脚を伸ばしたリクライニング体位で通常状態で着用され得
るときの、着用者の脊柱とほぼ揃った方向に関係する。「長手方向」及び「長さ」（及び
これらの形態）は、締着部材の特徴に関し、その物品が着用者によって立位又は脚を伸ば
したリクライニング体位で通常状態で着用され得るときの、着用者の脊柱とほぼ揃った方
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向、又は全体的にその方向に従うことに関係する。「長手方向」及び「長さ」（及びこれ
らの形態）は、おむつシャーシの特徴に関し、その物品が着用者によって立位又は脚を伸
ばしたリクライニング体位で通常状態で着用され得るときの、着用者の脊柱とほぼ揃った
、方向に関係する。
【００２４】
　「長手方向軸」は、着用者によって着用されるよう適合された着用可能な物品に関し、
その物品が着用者によって立位又は脚を伸ばしたリクライニング体位で通常状態で着用さ
れ得るときの、着用者の脊柱にほぼ揃い、かつ、物品の横方向幅を等分する軸を意味する
。ここにおいて横方向幅は、横方向軸に全体に平行な方向に沿って測定される。
【００２５】
　「長手方向軸」は、おむつシャーシを平らかつ水平に置いて上から見たときに、相対す
る１組の横方向腰部縁部と、相対する１組の長手方向縁部とを有するおむつシャーシに関
し、腰部縁部を接続し長手方向縁部から等距離である直線を意味し、この直線によりシャ
ーシの横方向幅は、図１の例によって図示されているように（参照番号２４）、等分され
る。
【００２６】
　「長手方向に内側」及びその形態は、締着部材を平らかつ水平に置いて上から見たとき
に、横方向縁部の間で長手方向の中央にある、又は中央に向かうことを意味する。
【００２７】
　「長手方向に外側」及びその形態は、締着部材を平らかつ水平に置いて上から見たとき
に、横方向縁部の一方にある、又はそれに向かい、長手方向の中央から離れることを意味
する。
【００２８】
　「不織布」又は「不織布材」は、材料繊維（ポリマー材料など）で形成された、織られ
ても編まれてもいない、布地状のウェブ材料を意味する。
【００２９】
　「垂直」とは、ウェブ材料において用語「方向」、「力」及び／又は「応力」に関連し
て使用されるとき、ウェブ材料が平らに置かれたときの巨視的表面に対してほぼ直交する
方向、あるいは、ウェブ材料の巨視的表面が湾曲しているときは、そのウェブ材料の巨視
的平面表面に対する接線面に対してほぼ直交する方向を指す。
【００３０】
　「外側」及びその形態は、締着部材の特性に関し、自由遠位端側、又はそれに向かう方
向を意味する。
【００３１】
　「重なり」（及びその形態）は、締着部材を形成する２層以上の積層構造体の配置を記
述するのに使用されるとき、その部材が水平位置に置かれている場合に、上から見て、１
層が、少なくとも部分的に、別の層の垂直方向に上又は下にあることを意味する。別に記
述のない限り、「重なり」は、層間に中間層又は他の材料若しくは構造なしに、層が互い
に直接接触していることを意味するものではなく、またこの意味に限定されるものでもな
い。
【００３２】
　「剛性（Stiffness）」は、大文字で始まるとき、本明細書で示されている剛性試験の
適用により特定及び測定される、締着部材の一部の特性を指す。
【００３３】
　「伸縮性ラミネート」は、不織布材に重ねられ、ラミネートされ、又は散在させられる
弾性ポリマー材料の組み合わせを含む、伸展性かつ弾性のウェブ材料を意味する。
【００３４】
　図１は、おむつ１の形態での、着用可能な物品の一例を全体的に示す簡略図であり、開
いた状態で伸展して平らかつ水平に置き、身体に面する表面を上にして、上から見た状態
で示されている。おむつ１は、シャーシ１０、長手方向縁部２３、長手方向軸２４、横方
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向軸２５、前側腰部領域１１、前側腰部端部１２、後側腰部領域１３、及び後側腰部端部
１４、並びにシャーシ１０の層の間に配置された吸収性コア（図示なし）を有し得る。シ
ャーシ１０は、腰部領域１１又は１３から横方向に伸びる、相対する向きの１組の締着部
材５０ａ、５０ｂを有し得る。締着部材５０ａは、図１の左側に示す点線に沿ってシャー
シ１０の一部に取り付けられている別個の構成要素であり得る。しかしながら別の例にお
いて、締着部材５０ｂは、図１の右側に示すように、シャーシ１０から分離した構成要素
ではなく、むしろバックシートとしてシャーシ構成要素と一体となってその延長部分を形
成し得る。
【００３５】
　締着部材５０ａ、５０ｂはそれぞれ対応した締着領域７１を有し得、これには、外側端
あるいはその近くに配置された締着具７０が含まれ得る。一実施形態において、締着具７
０は、面ファスナー式締着装置（例えば３ＭのＡＰＬＩＸ又はＶＥＬＣＲＯ面ファスナー
システム）のフック構成要素を構成するフック材料の断片であり得る。この例において、
前側腰部領域１１の衣類に面する表面は、面ファスナー式締着装置の係合するループ構成
要素を構成するループ材料の断片又はストリップが付いた、横方向に延在するランディン
グ領域２２を有し得る。別の例において、締着具７０は、接着剤が付いた材料の断片であ
ってよく、ランディング領域２２は、締着具７０との接触により接着剤結合を提供するよ
うな滑らかな表面特性及び／又は化学的効果を有する接着剤受け取り材料の断片であって
よい。他の締着具の例には、同時係属中の米国特許出願番号第１１／８９５，１６９号に
記述されている締着要素が挙げられるがこれに限定されない。他の例には、締着をもたら
すよう適合されたその他の任意の協同係合及び受け取り表面又は構成要素が含まれ得、こ
のそれぞれの構成要素は、締着領域７１又はランディング領域２２上、又は希望に応じて
、装着可能な物品の別の場所に配置され得る。締着具７０には、例えば、接着剤が付いた
材料の別個の断片が複数枚、フック面の別個の断片が複数枚など、別々に識別可能な一群
の締着要素をも含まれ得る。上記の例、並びに他の可能な例のうち任意のものにおいて、
図１に提案されている前側腰部領域１１を横切るランディング領域２２の横方向範囲は、
前側腰部領域１１に沿って横方向に様々な位置での締着具７０装着を提供し、これにより
、おむつが着用者に装着される際の、腰部開口サイズの調節性と快適性がもたらされる。
【００３６】
　図３は、着用可能な物品から分離して示されている締着部材５０ａの一例を示す。締着
部材５０ａは、長手方向に最も外側の第１横方向縁部６８、長手方向に最も外側の第２横
方向縁部６９、及び外側端５４を有する。着用可能な物品がおむつである場合の例におい
て、快適なフィットを促進しつつ、着用者の動きに快適に適応させるため（及びこれによ
り、外観を最適にし、着用者の排出物の漏れを回避するため）、締着部材５０ａは、伸展
性領域６６を備えて形成されることが望ましく、この伸展性領域は、伸縮方向６７に沿っ
て伸展可能なラミネートを含み得る。本明細書で検討される全ての例において、伸展性領
域６６には、弾性的伸展性であるウェブ又はラミネートウェブが含まれ得る。伸展性領域
６６は、内側伸展性領域８６と外側伸展性領域８７との間に延在し得る。外側の伸展可能
な領域限度８７は、伸展性領域６６の位置の最も外側の範囲を通って長手方向に引かれた
直線である。（締着部材のいくつかの例において、伸展性領域は、不規則な形状又は向き
を有することがあり、また複数の伸展性部分からなることがある。そのような例において
は、そのような形状、向き又は伸展性部分が着用可能な物品の長手方向軸から最も遠い点
は、外側の伸展性領域限度８７の位置を印すものとなる。）後述の機械的有効化を有する
例において、伸展性領域６６を形成することで、伸展性領域限度８６、８７は、機械的有
効化領域が結合される内側線及び外側線に沿い得る。本明細書のあらゆる目的のため、伸
展性領域の内側限度８６は、接合線５１と同じである。締着部材５０ａは、任意の好適な
方法で、着用可能な物品に取り付けることができ、これには、連続的又は断続的な接着剤
接合、圧縮接合、熱接合、超音波接合などが挙げられるがこれらに限定されない。締着領
域７１は、締着領域内側限度８８及び締着領域外側限度７５を境界としている。限度８８
及び７５は長手方向の直線であり、着用可能な物品の長手方向軸に対して平行であり、締
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着具がある最も内側位置及び最も外側位置に沿っている。内側締着領域角７２及び７３は
、横方向縁部６８、６９上で締着領域内側限度８８と交差するそれぞれの点である。注記
：締着部材のいくつかの例において、締着具は不規則な形状又は向きを有することがあり
、また、複数の別個の締着要素からなることがある。そのような例においては、そのよう
な形状、向き又は要素が着用可能な物品の長手方向軸に最も近い点及び長手方向軸から最
も遠い点は、伸展性領域の内側限度８８及び外側限度７５の位置をそれぞれ印すものとな
る。
【００３７】
　締着部材上の接合線５１は、上述で定義されたように識別可能であり、長手方向に最も
外側の第１接合点５２及び第２接合点５３で、最も外側の第１横方向縁部６８及び第２横
方向縁部６９と交差する。第１及び第２接合点５２、５３と内側の締着領域の第１角及び
第２角７２、７３とをそれぞれ結ぶ第１及び第２線分７６、７８は、識別可能である。末
端領域５５は、外側の伸展性領域限度８７から外側方向に突出していてよく、中間領域５
７を含んでいてもよい。末端領域５５は、その外側末端部５４の位置又はその近くに配置
された締着具７０を有し得る。末端領域５５を形成する材料の１つ以上の層は、部分的又
は完全に、パネル領域５６を形成する材料の層と一体化かつ連続していてもよく、あるい
は、末端領域５５は、パネル領域５６に取り付けられた別個又は補足の材料で形成されて
もよい。
【００３８】
　「背景技術」の項に記されているように、おむつの締着部材は、着用者の臀部を包み込
むよう設計され、位置を定められ得る。その結果、おむつが着用されているとき、締着部
材は着用者の臀部の皮膚に接触し得る。加えて、おむつが着用されているとき、特に着用
者が活発に動き臀部で屈曲を行う場合、締着部材は、変化する張力を受け、これを伝達す
る。これらの張力は、着用者の皮膚に作用する垂直力成分を有する。よって、締着部材５
０ａの皮膚接触部分を形成する材料は、伸展性、柔軟性及び表面積を最大化する目的で選
択されることが望ましいことがある。これら変数を増大させることにより、一般に、より
大きな皮膚表面積に対して垂直力をより均等に分配し、動きにより容易に適応し、皮膚に
圧痕及び擦り剥きを生じる可能性を低減するのに役立ち得る。
【００３９】
　おむつ構成要素にしばしば使用される種類のラミネート群の範囲において、より大きな
伸展性を有していれば、材料の厚さ及び／又は密度を低減した結果、より大きな柔軟性に
つながり得る。従って、締着部材５０ａの伸展性領域は、比較的高い伸展性を有する、例
えば伸縮性ラミネートなどの材料で形成するのが望ましいことがある。伸展性領域を形成
するのに好適であり得る伸縮性ラミネートの例は、ＰＣＴ国際公開特許第２００５／１１
０７３１号、並びに公開済み米国特許出願第２００４／０１８１２００号及び同第２００
４／０１９３１３３号に記述されている。伸展性が増大すると、材料の節約も可能になり
得る。比較的伸展性の高い材料は、締着部材に望ましい伸展幅を提供するのに、必要な量
が比較的少量で済む。よって、所定の横向き力の負荷に対して、伸展していない幅に対す
る幅伸展量の比で表わされる締着部材の全体的な伸展性は、少なくとも特定の値付近であ
ることが望ましい。
【００４０】
　例えば、図３及び４を参照し、参照幅ＷＳは、伸展性領域の内側限度８６から締着領域
内側端８８までの、締着部材の幅として識別することができる。締着部材が、横方向に印
加された張力負荷８．０Ｎのもとで、少なくとも約４０％、又は少なくとも約５０％、又
は更には少なくとも約６０％の値まで伸展可能となることが望ましい場合がある。ここに
おいて、パーセンテージは（横方向の張力負荷８．０Ｎでの幅ＷＳの伸展量）／（横方向
負荷が０のときの未伸展時幅ＷＳ）］×１００％で計算されている。本明細書の目的にお
いて、伸展性の表現は、「負荷時の全体的な伸展性」として示される。
【００４１】
　しかしながら、伸展性の望ましい量は、締着領域７１の長さ及び／又は締着領域６６の
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長さに関しても変わり得る。図５において、締着領域内側縁部の長さはＬＦＰとして示さ
れ、伸展性領域の内側限度８６の長さはＬＥＰとして示されている。
【００４２】
　図３及び図５を参照して、締着部材は、２．１Ｎ／ｃｍ－ＬＦＰ（締着具内側縁部長さ
ＬＦＰのｃｍ当たり２．１Ｎ）の横方向に印加された張力負荷のもとで、少なくとも約４
５％、又は少なくとも約５５％、又は更には少なくとも約６５％の値まで伸展可能となる
ことが望ましい場合がある。パーセンテージは［（横方向の張力負荷２．１Ｎ／ｃｍ－Ｌ
ＦＰでの幅ＷＳの伸展量）／（負荷が０のときの未伸展時幅ＷＳ）］×１００％で計算さ
れている。本明細書の目的において、伸展性の表現は、「締着領域長さ当たりの負荷時の
伸展性」として示される。
【００４３】
　更に図３及び図５を参照して、締着部材は、１．０Ｎ／ｃｍ－ＬＥＰ（伸展性領域内側
縁部長さＬＥＰのｃｍ当たり１．０Ｎ）の横方向に印加された張力負荷のもとで、少なく
とも約４５％、又は少なくとも約５５％、又は更には少なくとも約６５％の値まで伸展可
能となることが望ましい場合がある。パーセンテージは［（横方向の張力負荷１．０Ｎ／
ｃｍ－ＬＥＰでの幅ＷＳの伸展量）／（負荷が０のときの未伸展時幅ＷＳ）］×１００％
で計算されている。本明細書の目的において、伸展性の表現は、「伸展性領域長さ当たり
の負荷時の伸展性」として示される。
【００４４】
　本明細書の説明目的のため、「伸展性の高い締着部材」とは、上述の、負荷時の最も低
い全体的な伸展性、締着領域長さ当たりの負荷時の伸展性、又は伸展性領域長さ当たりの
負荷時の伸展性のうちいずれかにほぼ等しいか、又はこれを超える伸展性値を有する締着
部材である。
【００４５】
　同時に、締着部材５０ａは、長さＬ（接合線５１の長さ）及び表面積が、実現可能な程
度まで最大化されていることが望ましい場合がある。これは次の３つの理由：第１に、快
適さを高め、並びに皮膚の圧痕及び擦り剥きが生じる可能性を低減するため、皮膚に作用
する垂直力をより広い皮膚領域にわたって分配すること；第２に、腰部領域のシャーシの
より長い部分にわたって張力を分配することにより、シャーシで破損が生じる可能性を低
減すること；第３に、おむつの外観目的のため、臀部での皮膚被覆を最大化すること、の
ためである。
【００４６】
　よって、伸展性、柔軟性及び締着部材の長さ／表面積は、快適さ及び性能に影響するよ
う調節され得る（多数の中のうち）いくつかの変数である。しかしながら、これら変数の
調節は、望ましくない影響をもたらすことがある。例えば、締着部材５０ａの長さＬ及び
表面積を増大させると、おむつ着用時に、パネル領域５６の上縁部又は下縁部が折れ曲が
って着用者から離れる方向に裏返ることがあり、おむつの外観を劣化させ、増大した長さ
及び表面積の利点の一部が失われることになり得る。図３を参照し、理論に束縛されるも
のではないが、第１及び第２線分７６、７８は、ほぼ、第１及び第２の長手方向に最も外
側の接合点５２、５３と、第１及び第２の内側締着領域角７２、７３との間の締着部材に
おける張力の、長手方向に最も外側の直線を示していると考えられる（後で詳しく述べる
ように、締着部材５０ａの形状特徴がないことがあるであろう（would exist absent sha
pe features））。理論に束縛されるものではないが、図３に示す構成において、横方向
の負荷のもとで伸展されたときに、応力は伸展性ウェブ材料を介して分配され、線分７６
、７８の近位にある材料は、長手方向に内側の方向へ伝達される長手方向の力成分の値を
変える対象となり得、これは、線分７６、７８の外側の材料を長手方向に内側に引っ張る
傾向になり得ると考えられる。本明細書に記述されている特徴を有さない設計において、
このことは、張力の、長手方向に最も外側の線にほぼ沿って、パネル領域５６及び／又は
伸展性領域６６を形成する材料が折れ曲がり、更には着用者から離れる方向に裏返る状態
を生じることがある。そのような折れ曲がり及び／又は裏返りの結果、皮膚に対して作用
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する締着部材の垂直力は、より狭い皮膚領域に分配され得、かつ、おむつの外観が劣化し
得る。締着部材材料の柔軟性を増加すると、そのような折れ曲がり／裏返りに抵抗する能
力が低下する可能性があり、これにより問題が悪化することがある。
【００４７】
　加えて、理論に拘束されるものではないが、締着部材５０ａの長さＬ及び／又は柔軟性
を増大させると、長手方向に内側向きの長手方向の力成分が、締着部材を介して分配され
る傾向が高くなり得、これにより、締着領域７１の長手方向に外側の縁部に沿って集中し
た領域に作用し得ると考えられる。この効果は、締着領域７１を屈曲させ得る着用者の動
きと相まって、その長手方向に外側の縁部が着用者から離れるように作用し、向けられる
長手方向の力により更に、締着領域７１の縁部が着用者から遠ざかるように向けられる。
その結果、締着領域７１の縁部は、ランディング領域から離れて（凹み）、締着具７０が
取り付けられている方向へと動かされ、これにより、締着具７０のランディング領域への
固定が弱まり、更には剥がれることさえ起こり得る。
【００４８】
　上に識別された問題は、例えば、パネル領域５６、伸展性領域６６、末端領域５５、締
着領域７１、及びこれらの間／周辺の領域が、より高い平面曲げ剛性を有する材料を使用
することによって軽減することができる。これらの領域が剛化されると、伸展性領域の望
ましくない折れ曲がり傾向、及び締着領域の縁部の浮きが、低減される。しかしながらこ
のアプローチは、望ましくない影響をもたらし得る。パネル領域５６及び／又は伸展性領
域６６を剛化するには、より厚い、及び／又はより密度の高い材料を使用する必要が生じ
ることがあり、これにより材料コストが追加され得る。パネル領域５６及び／又は伸展性
領域６６に、より剛性の高い材料を使用すると、適用者及び着用者にとって、柔らかさ、
しなやかさ、布地様の感触が望ましくなく低減し得る。また、伸長性も低下することがあ
る。締着部材における伸展性が低減するということは、物品のフィット性及び快適性を低
減させるのでない限り、腰部回りの横方向伸展性をもたらす特性が、例えばシャーシ１０
の腰部領域１１、１３など、おむつの他の部分に組み込まなければならないことを意味す
る。締着領域７１の剛性が過剰に増大すると、着用者の腹部で、おむつに対して硬い物体
の感触が生じることがあり、これが、特に着用者が座っているとき及び／又は腰を曲げて
前屈みになっているときに、着用者の不快感の原因となり得る。締着領域の剛性の増大は
更に、材料厚さ及び／又は密度の増大を必要とすることがあり、コストの増加につながり
得る。
【００４９】
　しかしながら、他のアプローチを採用することができる。
【００５０】
　すでに記したように、図３及び４は、締着部材５０ａ及び５０ｂの例を示す。これらの
例において有利な可能性のある特徴がここで記述される。（図３は、着用可能な物品に取
り付けることができる別個の構成要素を含む締着部材５０ａを図示する。図４は、着用可
能な物品の構成要素に一体となった構成要素を含む締着部材５０ｂを図示する。）
　締着部材は、一体形成することができる。「一体形成」とは、本明細書の目的において
、そこに取り付けられた締着具を有する締着部材に関して、次の特性のいずれか一方又は
両方を有する装着部材を意味する：（１）第１及び第２の最も外側の横方向縁部に沿い、
かつ、締着領域の内側縁部と接合線との間に配置されている、内側かつ長手方向に内向き
を指す頂点がないこと、及び／又は（２）末端領域に沿った長手方向線が少なくとも１本
あり、それに沿って、末端領域を形成する材料の層が、伸展性領域を形成している材料の
層と、長手方向に同一の広がりを持つか、又は伸展性領域を形成している材料の層よりも
長いこと。これらの特性は、構造的及び機能的に、これらの特性の一方又は両方を有する
締着部材を、「テープ」タイプの構成体を有する締着部材とは区別する。比較すると、「
テープ」タイプの構成体を有する締着部材では、締着具を有し締着部材の末端領域を形成
する短いタブ部材があり、これが締着部材の比較的長いサイドパネル領域に接合し、ここ
において前記の頂点が存在し、前記の線は存在しない。
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【００５１】
　理論に束縛されるものではないが、一体形成された締着部材は、これらの特性を有して
いない可能な構成体に比べ、上述のようなパネル領域及び／又は伸展性領域における折れ
曲がり／裏返りが実質的に起こりにくいと考えられる。
【００５２】
　よって、図３、４及び９を参照して、例えば、第１表面層６２又は第２表面層６３など
の末端領域５５を全体的又は部分的に形成する材料層は、パネル領域５６及び伸展性領域
６６の一部をもまた形成することができる。材料の末端領域層（例えば第１表面層６２、
第２表面層６３及び／又は強化層６１）が沿う、伸展性領域６６を形成する材料層と長手
方向に同一の広がりを有するか、又はこれよりも長くてもよい、少なくとも１本の線（図
示の例では複数が存在する）があり得ることが、理解されよう。図３及び４において、最
も外側の横方向縁部６８、６９の一方又は両方が、それに沿って締着領域７１の内側縁部
８８と接合線５１との間に配置される、内側かつ長手方向に内向きを指す頂点がないよう
に形成できることがわかる。また、末端領域５５が、パネル領域５６を形成している材料
とは別個の材料若しくは構成要素で形成され、これがパネル領域５６の外側部分に接合さ
れている場合であっても、末端領域５５が適切に形成されていれば、材料の末端領域層が
、伸展性領域６６を形成する材料層と同一の広がりを持つか若しくはこれより長くなり得
るような、この末端領域層に沿う少なくとも１本の線があり得、並びに／又は最も外側の
横方向縁部６８、６９の一方若しくは両方が、それに沿って締着領域７１の内側縁部８８
と接合線５１との間に配置される、内側かつ長手方向に内向きを指す頂点がないように形
成でき、これによって、一体形成された締着部材が形成されることが、理解されよう。
【００５３】
　一体形成された締着部材はパネル領域で折れ曲がり及び裏返りを起こしにくくなるが、
この構成体は、末端領域に向かって入る、締着部材に沿って外側への、長手方向の力の伝
達を起こし得る。これらの力が他の機能によって管理されない限り、一体形成された構成
体は、状況によっては、締着領域が凹む可能性の増大を引き起こすことがある。
【００５４】
　締着部材の外側形状として他に可能である有利な特性が、図３及び４において識別され
得る。長手方向に最も外側の第１及び第２の横方向縁部６８、６９の一方及び両方には、
線分７６、７８を横切る輪郭が与えられ得ることがわかる。この特性は、特定の利点をも
たらし得る。理論に束縛されるものではないが、これは張力の線、及びその長手方向の力
成分の線を、横方向縁部から離し、締着部材の長手方向中央に向けるよう導くものとして
作用し、これによりパネル領域及び／又は伸展性領域における折れ曲がり／裏返りの起こ
りやすさを更に低減すると考えられる。また、長手方向の中央に向かう長手方向の力成分
のそのような方向は、てこの作用を低減し、これにより、長手方向の力成分が締着領域７
１の横方向外側縁部にかかって凹ませる傾向が低減される。
【００５５】
　締着部材の形状の他の面も調節することにより、締着具の凹み、並びにパネル領域の折
れ曲がり及び裏返りを低減するのに有効となり得、同時にゆったりとした皮膚被覆が可能
となり得る。図５を参照して、締着部材５０ａは、接合線５１、外側末端５４、締着領域
７１、締着具７０、及び伸展性領域６６を有し得る。伸展性領域６６は、伸展性領域内側
限度８６及び伸展性領域外側限度８７を境界として有し得る。伸展性領域６６は、横方向
伸縮方向６７に沿って、限度８６、８７の間で弾性的伸展性を有し得る。一例において、
限度８６及び８７は、締着部材５０ａの開始部と終了部を形成する伸縮性ラミネートの有
効化がこれに沿って行われる線であってよく、これにより締着部材６７は、伸展性領域６
６において実質的に弾性的伸展性であるが、限度８６の内側及び限度８７の外側では実質
的に弾性的伸展性ではない。
【００５６】
　参照目的のため、例えば図５に示されているような例における作用幅ＷＡは、長手方向
線Ｗ０に沿っている締着領域外側縁部７５から、長手方向線Ｗ１００に沿っている締着領
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域内側縁部８６までの、締着部材５０ａの幅として識別することができる。幅ＷＡは、作
用幅ＷＡの２５％の位置にある長手方向線Ｗ２５、作用幅ＷＡの５０％の位置にある長手
方向線Ｗ５０、及び作用幅ＷＡの７５％の位置にある長手方向線Ｗ７５によって、４つの
等しい部分に分けることができ、更に線Ｗ０及びＷ１００を境界線とすることができる。
締着部材５０ａは、線Ｗ０、Ｗ２５、Ｗ５０、Ｗ７５及びＷ１００に沿ってそれぞれ測定
可能な可変長さＬ０、Ｌ２５、Ｌ５０、Ｌ７５及びＬ１００を有し得、これらの線は、図
５の例を用いて示すように、長手方向に最も外側の第１及び第２横方向縁部６８、６９と
交差している。
【００５７】
　理論に束縛されるものではないが、漸進的に改善される結果が達成され得ると考えられ
、すなわち、Ｌ０、Ｌ２５及びＬ５０が、Ｌ１００のパーセンテージで表わして下記の下
限値をほぼ上回るとき、（ａ）締着具の凹みの効果的な制御、これと共に（ｂ）効果的な
締着／保持能力をもたらすのに十分に大きな接触表面積を有する締着具、（ｃ）締着部材
を形成する材料の折れ曲がり及び裏返りの効果的な制御、及び（ｄ）十分な皮膚被覆、の
組み合わせを達成することができる。更に、いくつかの例において、Ｌ０、Ｌ２５及びＬ
５０が、Ｌ１００のパーセンテージで表わして下記の下限値をほぼ下回る場合、結果は改
善され得る：
【表１】

【００５８】
　更に図５を参照し、締着部材５０ａの形状の他の可能な特徴を見ることができる。最も
外側の横方向縁部６８、６９はそれぞれ、１つ以上の変曲点９４を画定する輪郭を有し得
、この変曲点で輪郭の湾曲の方向が変化する。理論に束縛されるものではないが、線Ｗ２
５とＷ５０とのほぼ間にある最も外側の横方向縁部６８、６９のうち少なくとも一方の上
に、そのような変曲点９４が少なくとも１つ含まれることが、そのような縁部から長手方
向の力成分を分散するのに有効であり、これにより締着領域の凹みやすさが低減されると
考えられる。いくつかの変曲点９４を含めることにより、この効果が増大し得る。よって
、変曲点９４は、最も外側の横方向縁部６８、６９それぞれの上、線Ｗ２５とＷ５０との
ほぼ間に含まれ得る。変曲点は、線Ｗ５０とＷ７５のほぼ間にある最も外側の横方向縁部
６８、６９の一方又は両方にも含まれ得る。図５の例を用いて示されているように、最も
外側の第１横方向縁部６８に沿って、追加の変曲点９４を追加することができ、これによ
り線Ｗ２５とＷ５０とのほぼ間に２つの変曲点９４が、線Ｗ５０とＷ７５のほぼ間に２つ
の変曲点９４が示されている。
【００５９】
　更に図５を参照し、理論に束縛されるものではないが、締着具が、締着領域７１に剛性
を追加する材料の断片を含むか又は断片上に配置される場合、締着領域内側縁部長さＬＦ
Ｐと、伸展性領域外側縁部長さＬＥＤ（伸展性領域外側限界８７に沿って測定）、及び伸
展性領域内側縁部長さＬＥＰ（伸展性領域内側限界線８６に沿って測定）との間に、効果
的な関係があるとも考えられている。締着具の凹み及びパネル領域５６の折れ曲がり／裏
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返りを最小限に抑える可能性は、ＬＦＰがＬＥＤの約５０％～約７５％、又は約５５％～
約７５％、又は約６０％～約７５％の範囲内にあるときに強化され得ると考えられる。ま
た、締着具の凹み及び締着部材５０ａの折れ曲がり／裏返りを最小限に抑える可能性は、
ＬＦＰがＬＥＰの約３５％～約６５％、又はＬＥＰの約４０％～約５０％、又はＬＥＰの
約４０％～約４５％の範囲内にあるときに強化され得ると考えられる。
【００６０】
　追加の特徴は、図３～６から明らかであり、パネル領域の折れ曲がり／裏返り及び／又
は締着領域の凹みの生じやすさを低減するのに役立ち得る。特に図５を参照して、Ｌ０（
締着領域７１の外側縁部７５の長さに対応する）は、ＬＦＰ（締着領域７１の内側縁部８
８の長さに対応する）よりも短くてよいことがわかる。外側締着領域角９２及び９３は、
横方向縁部６８、６９上で締着領域外側限度７５と交差するそれぞれの点である。図６を
参照し、締着領域の第１及び第２の横方向縁部線９０、９１はそれぞれ、第１内側締着領
域角７２を第１外側締着領域角９２と接続し、第２内側締着領域角７３を第２外側締着領
域角９３と接続するものとして、識別することができる。Ｌ０及びＬＦＰ（図５参照）の
長さを変えた結果、図６を参照し、角α及びβは、図示されているように、横方向縁線９
０、９１と、接合線５１に対して垂直な横線１１０、１１１との交差によって形成される
。本明細書の目的のため、これらの角α及びβは、「締着領域横方向縁部角」と呼ばれる
。理論に束縛されるものではないが、これら締着領域横方向縁部角α及びβが約０度～約
３０度、又は約２度～約２０度、又は約２度～約１５度、又は更に約５度～約１５度の範
囲になり、横方向線１１０及び１１１から外向きに突出するように締着部材を成形するこ
とによって、締着領域にわたって締着部材内の力成分分配の効果の結果、締着領域に凹み
を生じる傾向を低減するのに実質的に役立つと考えられる。角α及びβは、同じである必
要はない。これらは同じであってもよいし、異なっていてもよい。一方又は両方が、上記
に示されている１つ以上の範囲内に収まっていてもよい。
【００６１】
　再び図５を参照して、適用者が締着部材をつかみやすいような位置に締着具を最良に配
置するため、締着具７０全体が線Ｗ２５の外側にあるように配置することが望ましい場合
がある。
【００６２】
　締着部材の費用を最小限に抑えるために、横方向幅は実際的な程度に狭くして材料を節
約することが望ましい場合がある。しかしながら、物品を着用者に適用する際は、締着部
材の十分な幅を提供することも望ましい場合がある。従って、図５を参照して、作用幅Ｗ
Ａの約５０％を超える未伸展の伸展性領域幅（すなわち、伸展性領域６６が伸展していな
いときの、伸展性領域内側限度８６と外側限度８７との間の距離）を備えた伸展性領域６
６を付与することは、これらの相反する目的を満足させるのに有効であると考えられる。
同時に、締着領域への力伝達を制御するためには、未伸展の締着領域幅が作用幅ＷＡの約
７５％を超えるのは望ましくない場合がある。よって、締着領域６６が、締着部材の作用
幅の約５０％～約７５％の幅を有することが望ましい場合がある。また、締着領域外側限
度８７がＷ２５とＷ５０との間に配置されることが望ましい場合がある。
【００６３】
　すでに述べたように、一体形成した締着部材は、場合によっては、長手方向の力成分を
締着領域の縁部へ伝達するのを促進することがあり、これにより締着具の凹みが生じるこ
とがある。これは、使用中に、関連するランディング領域からの剥がれ（係合離脱）を起
こすことがある。この理由から、剥がれ（係合離脱による）に対する良好な抵抗性を有す
るタイプの締結具を利用することが望ましい可能性がある。剥離モードでの分離に到るま
でに、少なくとも１Ｎ、又は少なくとも２Ｎ、又は更には少なくとも３Ｎの負荷に耐える
ことができる締着具が望ましい場合がある。
【００６４】
　加えて、上述のように、締着領域７１の剛性を増大させることが、締着具の凹みの生じ
やすさ又は度合を低減するのに役立ち得る。少なくとも約１，５００Ｎ／ｍの剛性を有す
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る締着領域７１が、有用であり得る。また上述のように、締着領域７１の剛性を過剰に増
大させることは望ましくない場合がある。これは、着用者の腹部で、おむつに対して硬い
物体の感触が生じることがあり、これが、特に着用者が座っているとき及び／又は腰を曲
げて前屈みになっているときに、着用者の不快感の原因となり得るからである。加えて、
締着領域の剛性の増大は、材料厚さ及び／又は密度の増大を必要とすることがあり、コス
トの増加につながり得る。締着領域７１は、これらの理由から、特定の状況下では硬すぎ
ると見なされることがある。よって、提供される締着領域７１の剛性値については、例え
ば９，０００Ｎ／ｍの上限を有することが望ましい場合がある。
【００６５】
　同時に、ある最小値を上回る剛性値を締着領域７１に付与しただけでは、凹みを満足が
いく程度に防ぐのには不十分である場合がある。しかしながら、理論に束縛されるもので
はないが、上述のように締着部材５０を成形することは、締着領域７１の剛性の制限値と
組み合わせて、予想外の相乗効果を生じることがあると考えられる。換言すれば、理論に
束縛されるものではないが、上述の成形は、凹みを低減又は防止することにおいて、締着
領域７１の剛性を更に増すことの影響を拡大すると考えられる。従って、締着領域７１が
少なくとも約１，５００Ｎ／ｍ、又は２，５００Ｎ／ｍ、又は３，５００Ｎ／ｎ、又は４
，０００Ｎ／ｍの剛性を有し、締着部材が、本明細書で識別かつ記述された形状及び構成
体特性のうち１つ以上を有する場合、凹みは効果的かつ満足がいく程度に低減又は防止さ
れると考えられる。適用者及び／又は着用者によって、締着領域が硬すぎると感じ、場合
によっては不快なほどに感じられる可能性を低減するためには、締着領域が約９，０００
Ｎ／ｍ、又は７，５００Ｎ／ｍ、又は更に６，０００Ｎ／ｍを超えない剛性を有すること
が望ましいことがある。
【００６６】
　図３及び４を参照して、締着領域７１は、末端領域５５において１層以上の下にある材
料層と重なり合い、これが両方とも締着領域７１の剛性に寄与する可能性があり、かつ、
締着領域７１から内側方向にも延在し得る。中間領域５７は、そのような下にある材料を
含み得、それ自体の剛性を有し得る。中間領域５７に対し、締着領域７１の剛性よりも低
いが、パネル領域５６及び／又は伸展性領域６６の剛性よりは高い、中間の剛性値が付与
された場合、これにより、パネル領域５６内で展開される長手方向の力成分に耐えて抵抗
し、締着領域７１にこれを伝達するのを防ぐという利点を有し得、これにより、伸展性の
高い柔軟なパネル領域５６によって得られた着用者の快適さを実質的に損なうことなく、
締着具７０の凹みが生じる可能性を低減し、またパネル領域５６の折れ曲がり／裏返りが
生じる可能性も低減する。よって例えば、中間領域５７、又はその一部には、約２００Ｎ
／Ｍ～約１０００Ｎ／ｍ、又は約３００Ｎ／ｍ～約７５０Ｎ／ｍ、又は更に約４００Ｎ／
ｍ～約６００Ｎ／ｍの中間体合成が与えられ得る。中間体領域５７又はその一部、並びに
パネル領域５６は、任意の追加剛性特性が付与されてよく、これには同時係属中の米国特
許出願第１１／８９５，１６９号に記述されている変化及び勾配が含まれる。
【００６７】
　締着部材は、ラミネートで封じ込められたエラストマー材層６４又はその一部を含むラ
ミネート区域の単軸伸縮によって活性化されている伸縮性ラミネートで形成された伸展性
領域６６を有し得る。この詳細は、例えば、米国特許第４，８３４，７４１号及びＰＣＴ
国際特許公開出願第１９９２／０１５４４６号及び同第１９９２／０１５４４４号に記述
されており、これらは参照により本明細書に組み込まれる。更に、伸展性領域６６には、
例えば、米国特許出願公開第２００７／０１４２８１５号に記述されているような力集中
機能が含まれ得る。図７を参照して、締着部材５０ａは、変化する弾性率の領域を有する
伸展性領域６６を有し得る。例えば、提案されているように、伸展性領域６６は比較的高
い弾性率領域１０１と、比較的低い弾性率領域１００とを有し得る。高弾性率領域１０１
は、図７に提案されているように伸展性領域６６の長手方向中央又はその付近に配置する
ことができ、又は他の位置に配置することもできる。しかしながら図７に提案されている
例において、比較的高い弾性率領域１０１は、表面積当たりの横方向張力をより大きい割
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合で受けることになるため、締着部材の長手方向中央に向かって横方向張力の「集中化」
を受けることになる。理論に束縛されるものではないが、その結果として、物品が良好な
フィット状態に維持されるように締着部材内の横方向張力全体が維持され、締着領域が凹
む可能性も低減された状態で、長手方向に最も外側の縁部６８、６９に沿って作用する応
力は低減すると考えられる。弾性率を変えた領域を含む材料の他の例は、例えば、ＰＣＴ
国際公開特許出願第２００７／０６９２２７号及び同第２００８／０８４４４９号に記述
されている。
【００６８】
　比較的伸展性の高い、より柔軟な材料は、折れ曲がり／裏返りを比較的被りやすいこと
に加えて、強靭さが低く、破断耐性が低い可能性がある。これは、例えば、適用者が着用
者におむつを適用する際に、末端領域５５を強く引っ張る場合に問題となり得る。適用者
が十分な横方向の力で引っ張った場合、特に応力が集中する場所でパネル領域５６を形成
している材料が破れることがある。この場所は、例えば、締着部材が末端領域までの長さ
が短い場所、及び／又は締着部材構成体の不連続性が、締着部材の比較的より柔軟な部分
から締着部材の比較的より硬い部分への急激な移行を生じている場所である。図８を参照
し、一例において、締着領域７１は材料の断片を含み得、この材料断片は、基材に取り付
けられると、断片材料と基材との組み合わせを生じ、これは隣接する基材のみの部分より
も大きな剛性を有する。よって、締着部材５０ａに伸縮方向６７に沿って横方向張力がか
かっているとき、応力は締着領域の内側縁部８８に沿って集中し得る。加えて、図８に示
す例において、締着具７０は短くされた末端領域を占めており、応力は、長手方向で最も
外側の第１及び第２横方向縁部６８、６９に沿った基材の、第１及び第２の内側締着領域
角７２、７３に、特に集中し得る。製造業者が、材料の坪量を減らすことによって、パネ
ル領域５６を形成するのに選択された材料の伸縮性及び／又は柔軟性の値を高めると、第
１及び第２の内側締着領域角７２、７３での破断しやすさは増大し得る。
【００６９】
　締着部材がそのような応力集中に耐え、及び／又はこれを分散し、そのような破断しや
すさを低減するよう、締着部材の性能を改善するために、製造業者は、少なくとも横方向
、又はいくつかの方向で、伸展性領域を形成している材料よりも引っ張り強度が高い材料
又は材料の組み合わせで、末端領域５５を形成し得る。別のオプションとして、製造業者
は、末端領域５５に強化層を追加して、少なくとも横方向、又はいくつかの方向で、伸展
性領域を形成している材料よりも大きな引っ張り強度を有する末端領域５５にラミネート
区域を形成することができる。いずれかのアプローチを使用して、強化された末端領域１
５５を形成することができる。（本明細書の説明目的のため、締着部材の末端領域に関し
て「強化された」とは、末端領域が、伸展性領域を形成している材料よりも、少なくとも
横方向において、より大きな引っ張り強度を有することを意味する。）
　図９は、強化された末端領域１５５を有する締着部材５０ａの一例の簡略化した横方向
横断面分解図を概略的に図示したものである。図９に示すように、締着部材５０ａは、伸
展性領域内側限度８６と外側限度８７との間の伸展性領域６６、非伸展性の内側領域８３
、及び非伸展性の末端領域５５を有し得る。締着部材５０ａは、いくつかの層で構成され
てよく、１層又は２層の表面層６２、６３（不織布材からなっていてよい）、及び１層又
は２層の表面層６２、６３に対し、又はこれらの間にラミネートされたエラストマー材層
６４を有し得、伸縮性ラミネートを形成し得る。パネル領域５６及び／又は伸展性領域６
６を形成するための伸縮性ラミネート及びエラストマーフィルムの好適な例には、同時係
属中の米国特許出願公開第２００７／０２９３１１１号に記述されているものが挙げられ
る。１層又は２層の表面層６２、６３は、エラストマー材層６４よりも伸縮方向６７に沿
ってより幅広であってよく、末端領域５５及び内側領域８３を形成する領域で合わせて接
着されていてもよい。内側領域８３は、２層の表面層６２、６３のみを合わせて接着して
形成され得る。末端領域５５は、強化層内側縁部８９を有する強化層６１によって強化す
ることができ、これにより強化された末端領域１５５が形成され得る。強化層６１は、エ
ラストマー材層６４と重なる関係にある重なり領域８４に配置することができる。強化層



(19) JP 2014-138889 A 2014.7.31

10

20

30

40

50

６１の幅及び／又はエラストマー材層６４の幅は、それぞれの縁部が重なり合って望まし
い幅の重なり領域８４を形成するよう調節することができる。強化層６１は、例えば、不
織布材で形成され得る。強化層６１の包含は、末端領域５５に対し、少なくとも横方向の
引っ張り強度を、強化層がない状態よりも大きくするために用いることができる。強化層
６１は、図９に提案されているように、表面層６２、６３の間でエラストマー材層の下に
配置することができ、又は表面層６２、６３の間でエラストマー材層の上に、又は表面層
６２、６３のいずれかの外側表面に、配置することができる。別の例において（図示せず
）、強化末端領域１５５は、ラミネートを形成する材料層１層又は複数の層を含み得、こ
れはパネル領域５６を形成する材料とは別個であり、その内側縁部が、パネル領域５６及
び／又は伸展性領域６６、又はその構成要素を形成する隣接する材料の外側縁部に接着さ
れ得る。締着具７０は、強化末端領域１５５の外側表面に取り付けられ得る。締着具７０
、並びに層６１、６２、６３及び６４は、任意の好適な接着剤及び／又はその他の接着ラ
ミネート技法によって、１つのラミネート構造に一緒にラミネートすることができる。強
化層６１及び／又は強化末端領域１５５は、上述のように、締着領域７１及び／又は中間
領域５７に望ましい剛性値をもたらすように、又はもたらすのに貢献するように、選択さ
れた材料で形成することができる。
【００７０】
　図９に示す例において、伸展性領域６６はエラストマー材層６４よりも幅が狭くてもよ
く、また重なり領域８４の内側の位置を末端としていてよく、強化層６１をエラストマー
材料層６４に固定し、強化末端領域へと移行させるため、重なり領域８４を含む比較的非
弾性的な部分を提供することができる。
【００７１】
　図８及び図９を再び参照し、強化層６１は、末端領域５５からある内側方向に延出して
、強化された末端領域１５５を形成し、内側の強化層内側縁部８９まで到るような寸法に
することができる。強化層６１は、長手方向に最も外側の第１及び第２横方向縁部６８、
６９の間に延在する内側縁部８９に沿った長さＬＲと、締着領域外側縁部７５から強化層
内側縁部８９までの幅ＷＲとを有し得る。
【００７２】
　消費者の製品満足度が許容レベルになるようにするために、製造業者は、破断、層間剥
離／分離、接着の剥がれなどの破壊が材料に生じずに、特定の横方向張力に耐えることが
できるよう、締着部材５０ａを設計及び製造したいと希望し得る。おむつに使用され得る
タイプの締着部材については、製造業者は、伸展性領域におけるひずみ速度を約５秒－１

～約４０秒－１の間で達成するのに十分な速度で引っ張ったとき、例えば少なくとも１８
Ｎ、２４Ｎ、３０Ｎ又は更には３４Ｎの横方向ピーク張力負荷に、破壊を生じずに耐える
ことができるような締着部材を必要とし、また設計してよい。パネル領域５６を形成する
具体的な材料の最も弱い位置は、例えば、長手方向に最短の寸法に沿った部分、すなわち
、最小の長手方向断面の材料が横方向の負荷に耐える（他の剛化層又は強化層による支持
なしで）のに必要な応力を受ける点であり得る。例えば、図８及び９に示すようないくつ
かの実施形態において、並びに伸縮性ラミネートが上述のように活性化されている場合、
表面層６２、６３は、活性化プロセス中に横方向に弱まることがある。よって、図８に示
す例において、締着部材５０ａの最弱部分は、場合によっては、強化層内側縁部８９に沿
った部分か、又は例えば、伸展性領域外側限度線８７に沿った部分（活性化と弱化した材
料との組み合わせ、及び伸展性領域６６の比較的小さい長手方向寸法が存在する）であり
得る。従って、図９に図示されている層状構成体を有する締着部材５０ａの強化末端領域
１５５が、望ましい寸法になっているとき、横方向の負荷下で締着部材５０ａを形成する
材料の破壊は、平均して、締着部材の他の場所よりも、強化末端領域／強化層内側縁部に
隣接した位置で起こると見込まれ得る。強化層６１又は強化末端領域１５５の幅が望まし
い寸法の値を実質的に超えている場合は、締着部材の伸展性を低下させることがあり、伸
展性領域の幅を低減させることがあり、又は必要な設計強度を提供するのに不必要である
場合もあるため、不必要な材料コストを付け加えることになる一方、この値よりも小さな
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幅では、意図された設計負荷よりも低い横方向負荷下で破断する可能性が増大し得る。
【００７３】
　よって、図８及び図９に図示されている例において、強化層６１は、重なり領域８４の
他の層に重なって付着された付着幅ＷＲを有するよう、かつ、その付着された内側縁部８
９（及びこれにより、強化末端領域１５５の内側縁部）が、内側縁部８９に沿って付着さ
れた長さが長さＬＲであるような線に沿っているような寸法にされる。この長さＬＲは、
接合線５１に沿った締着部材の長さＬの約６６％～約８０％、又は約６９％～約７７％、
又は更には約７１％～約７５％である。理論に束縛されるものではないが、締着部材が横
方向の負荷下にあるとき、これらの範囲の１つ以上に適合した寸法の強化層／強化末端領
域は、締着領域に対する応力集中を、望ましいように持ちこたえ、及び／又は応力集中を
低減し、かつ、設計意図が提供するよりも低い横方向負荷で締着部材が破断する可能性を
最小化することと、同時に強化末端領域の包含による追加の材料コストを最小限に抑える
こととの満足できるバランスを達成すると考えられる。
【００７４】
　強化された末端領域の他のタイプ、及び製造方法は、例えばＰＣＴ国際公開特許出願第
２００３／０３９４２６号及び同第２００４／０８２９１８号に記述されている。
【００７５】
　本明細書に記述されている特性を有する締着部材を製造するために、図１０Ａに示す形
状及び寸法を有する部材を、好適な組み合わせのラミネートから切り抜くことが可能であ
り、これは図１０Ｂに示す層を有している。図１０Ａに示されている全ての数値は、ミリ
メートル単位である。（図面は縮尺通りではない。）断面図において、代表的な締着部材
は、図１０Ｂに示す一般的な層状構成を有し得る。第１表面層６２、エラストマー材層６
４、第２表面層６３及び強化層６１を含む、留めタブを切り抜くことができるラミネート
組立品は、次に示す材料で形成され得る：
【表２】

【００７６】
　本明細書において必要な望ましい剛性及び伸縮レベルを達成するために、具体的な材料
及び構成体アプローチの数多くの変化物が使用可能である。材料及び構成体アプローチの
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他の例は、米国特許出願公開第２００７／０１４３９７２号及び同第２００７／０１５７
４４１号に示されている。伸展性領域に伸展性をもたらすためのアプローチの例は、米国
特許第４，１０７，３６４号及び同第４，８３４，７４１号、並びにＰＣＴ国際公開特許
出願第１９９２／０１５４４６号及び同第１９９２／０１５４４４号に記述されている。
【００７７】
　試験方法
　剛性試験
　剛性は、１０Ｎのロードセルを装着した、コンピュータインタフェースを有する一定速
度の引っ張り試験機（好適な計器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．（Ｅｄｅｎ　
Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能な、Ｔｅｓｔｗｏｒｋｓ　４　Ｓｏ
ｆｔｗａｒｅを使用したＭＴＳ　Ａｌｌｉａｎｃｅである）を使用して測定する。図１２
（正面図）及び図１３（側面図）に示したプランジャブレード２１００を上部可動試験用
締付具に使用する。図１１に示す基部支持プラットフォーム２２００を、下部の固定式試
験用締付具として使用する。全ての試験を約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度
に維持された調湿室で実施する。ここにおいて、試験試料の幅及び長さは、試料が切り出
される締着部材に対応する方向名称を使用して、横方向幅及び長手方向長さであり、「横
方向幅」及び「長手方向長さ」は本明細書で定義されている。
【００７８】
　プランジャ２１００の構成要素は、アルミニウムなどの軽量材料から作製され、利用可
能なロードセル容量を最大にする。シャフト２１０１は、引っ張り試験機に適合するよう
機械で作られ、プランジャを安定させベース支持プラットフォーム２２０４と直交する位
置合わせを維持するようロッキングカラー２１０２を有する。ブレード２１０３は、長さ
２１０８が１１５ｍｍ、高さ２１０７が６５ｍｍ、幅２１０９が３．２５ｍｍであり、連
続半径が１．６２５ｍｍの材料接触末端部を有する。ブラケット２１０４には、ブレード
を水平にするために使用される止めねじ２１０５と調節後それを所定の場所に堅固に保持
するための主止めねじ２１０６が取り付けられる。
【００７９】
　下部締付具２２００が、シャフト２２０１とロッキングカラー２２０２とを有する引っ
張り試験機に取り付けられる。２つの可動支持プラットフォーム２２０４が、レール２２
０３に実装される。各試験表面２２０５は、幅２２０６が８５ｍｍ、長さ（図面の平面内
）が１１５ｍｍであり、最小の摩擦係数を有するように研摩されたステンレス鋼から作製
される。各プラットフォームは、個々のプラットフォーム位置を読み取るデジタル式の位
置モニター２２０８及び調節後それらの位置をロックするための止めねじ２２０７を有す
る。２つのプラットフォーム２２０４は、間隙末端部で正方形であり、プレート末端部は
、前側から後側まで平行としなければならない。２つのプラットフォームは、調節可能な
間隙幅２２１０を有する間隙２２０９を形成する。
【００８０】
　支持プラットフォーム２２０４の上面と直交し、それらの間隙末端部に対してゆがみを
示さないようにプランジャブレード２１０３を正確に（±０．０２ｍｍ）揃える。位置決
めモニター２２０８を使用し、プランジャブレード２１０３が間隙内に正確に（±０．０
２ｍｍ）センタリングされた状態で支持プラットフォーム２２０４の２つの間隙末端部の
間の間隙２２１０を正確に８．００±０．０２ｍｍに設定する。圧縮試験用の引っ張り試
験機をプログラミングする。プランジャブレード２１０３下部から支持プラットフォーム
２２０４上面までのゲージ長を１５ｍｍに設定する。
【００８１】
　２５ｍｍの距離にわたって５００ｍｍ／分で降下するようにクロスヘッドを設定する。
データ取得レートを２００Ｈｚに設定する。
【００８２】
　試料を試験前に２時間、約２３℃±２℃、約５０％±２％の相対湿度で予め調湿する。
試験片を、幅１３ｍｍ、長さ２５．４ｍｍに打ち抜きする。試験試料を切り出す締着部材
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に、試験試料の幅１３ｍｍの材料が十分にない場合は、利用できる全幅を使用する。
【００８３】
　試料を、任意の露出した接着剤について調べ、必要に応じて接着剤にベビーパウダーを
塗布することによって任意の露出した接着剤を非活性化する。試験片を締着具が上向きに
向いた状態で間隙２２０９上の支持プラットフォーム２２０４の表面に平らに定置する。
特定の試料に締着具が含まれていない場合は（例えば、中間領域から切り出した試料）、
締着具側が上を向くように試料を配置する。間隙の上に試料を置き中心を合わせる。試料
の長さは、間隙幅２２１０と平行にし、試料の幅は間隙幅２２１０に対して垂直にする。
ロードセルをゼロに合わせ、引っ張り試験機を起動しデータ獲得を開始する。
【００８４】
　構成された力（Ｎ）対伸び（ｍ）の曲線から、最大ピーク屈曲力（Ｎ）及び剛性（Ｎ／
ｍ）を計算するよう、ソフトウェアをプログラムする。剛性は、曲線の直線区域の屈曲力
／伸び曲線の勾配として計算され（図１４参照）、合計ピーク屈曲力の少なくとも２５％
の最少直線線分を使用して勾配を計算する。要素の幅が１３ｍｍでない場合、実際の幅を
下記のようにして１３ｍｍに標準化する：
　剛性（実際幅）＝［剛性（１３ｍｍ）／１３ｍｍ］×実際幅（ｍｍ）
　ピーク屈曲力（実際幅）＝［ピーク屈曲力（１３ｍｍ）／１３ｍｍ］×実際幅（ｍｍ）
　０．１Ｎ単位でピーク屈曲力、及び０．１Ｎ／ｍ単位で剛性を記載する。
【００８５】
　伸展性試験
　締着部材の伸展性は、好適なロードセルを装着した、コンピュータインタフェースを有
する一定速度の引っ張り試験機（好適な計器は、ＭＴＳ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　Ｃｏｒｐ．（
Ｅｄｅｎ　Ｐｒａｉｒｉｅ，Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ）から入手可能な、Ｔｅｓｔｗｏｒｋｓ
　４　Ｓｏｆｔｗａｒｅを使用したＭＴＳ　Ａｌｌｉａｎｃｅである）を使用して測定す
る。ロードセルは、表記されている最大負荷の１０％及び９０％での動作を選択する。全
ての試験を約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度に維持された調湿室で実施する
。ここにおいて、試料の幅及び長さは、本明細書で定義される横方向幅及び長手方向長さ
である。試料を試験前に２時間、約２３℃±２℃、約５０％±２％の相対湿度で予め調湿
する。
【００８６】
　試験のため、締着部材を次のように調製する：
　１．締着部材が物品に取り付けられている場合、引っ張り試験機のグリップが試験のた
めに試料を十分に把持できるよう、接合線から十分に内側の位置で物品から切り出す。　
　２．接合線（本明細書の例において記述されている５１）を識別し、接合線に重なる線
を締着部材上に印をつける（例えば、細字Ｓｈａｒｐｉｅなどの細いサインペンを使用）
。　
　３．締着領域内側限度（本明細書の例において記述されている８８）を識別し、締着領
域内側限度に重なる線を締着部材上に印をつける（例えば、細字Ｓｈａｒｐｉｅなどの細
いサインペンを使用）。　
　４．締着部材を実質的に平らで水平な表面上に置き、本明細書に記述されているように
、その締着部材に横方向の張力をかけずに、幅ＷＳを測定する。　
　５．ＮＩＳＴ標準のスチール尺を用いて、長さＬＦＰ及びＬＥＰ（本明細書の例に記述
されている通り）を１ｍｍ単位に四捨五入して測定する。　
　６．締着領域内側限度に沿って、締着領域長手方向中点に印をつける（長さＬＦＰを測
定し（例に記述されている通り）、中点はＬＦＰの１／２の点である）。
【００８７】
　試料の試験
　１．締着部材の外側末端を引っ張り試験機の上側クランプに挿入し、このクランプを引
っ張り試験機の締付具の中央に合わせ、クランプ幅は少なくとも締着部材の長さ寸法ＬＦ
Ｐと同じ幅であり、クランプの面（試料を把持した後）を締着領域内側限度８８と１ｍｍ
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以内に揃え、締着領域内側限度８８の長手方向中点をクランプの中心に合わせ、締着部材
のクランプで把持されていない部分は上側クランプから自由に垂れ下がらせる。　
　２．締着部材の内側末端を、引っ張り試験機の下側クランプに挿入する。下側クランプ
幅は、締着部材がクランプの幅を超えてはみ出す部分がないように選択される。クランプ
の面（試料を把持した後）を接合線と１ｍｍ以内に揃え、締着領域長手方向中点から横方
向に線を引いたときに、その線が垂直に延在し、下側クランプを支える締付具の中央に揃
うように、試料の向きを調整する。　
　３．上側クランプの面と下側クランプの面との間の距離がＷＳに等しくなるよう、引っ
張り試験機のつかみ具を広げる。標点距離がＷＳに等しくなるよう設定する。　
　４．クロスヘッド位置及び負荷をゼロにする。　
　５．試料を２５４ｍｍ／分の速度で延伸し、少なくとも１００Ｈｚの周波数でデータを
収集するよう、引っ張り試験機を設定する。　
　６．引っ張り試験機のクランプが所定の速度で試料を延伸するよう試験を開始し、デー
タはデータファイルに収集される。
【００８８】
　結果の計算：
　１．データから、負荷８Ｎでの全体的な伸展性を判定する。これは次の式で計算される
：
　１００％×［負荷８Ｎでゼロ点から伸びた距離／ＷＳ（横方向の張力負荷なし）］。
　２．データから、締着領域長さ当たりの負荷２．１Ｎ／ｃｍ－ＬＦＰでの伸展性を判定
する。これは次の式で計算される：
　１００％×［負荷２．１Ｎ／ｃｍ－ＬＦＰでゼロ点から伸びた距離／ＷＳ（横方向の張
力負荷なし）］、
　ここにおいて２．１Ｎ／ｃｍ－ＬＦＰ負荷＝ＬＦＰの長さｃｍ当たり２．１Ｎであり、
例えばＬＦＰが３ｃｍのとき、２．１Ｎ／ｃｍ－ＬＦＰの負荷は６．３Ｎとなる。　
　３．データから、伸展性領域長さ当たりの負荷１．０Ｎ／ｃｍ－ＬＥＰでの伸展性を判
定する。これは次の式で計算される：
　１００％×［負荷１．０Ｎ／ｃｍ－ＬＥＰでゼロ点から伸びた距離／ＷＳ（横方向の張
力負荷なし）］、
　ここにおいて１．０Ｎ／ｃｍ－ＬＥＰ負荷＝ＬＥＰの長さｃｍ当たり１．０Ｎであり、
例えばＬＥＰが６ｃｍのとき、１．０Ｎ／ｃｍ－ＬＦＰの負荷は６．０Ｎとなる。
【００８９】
　寸法測定方法
　様々な寸法及びその比が、本明細書において特定されている。各寸法は、次の方法に従
って測定される。全ての試験を約２３℃±２℃及び約５０％±２％の相対湿度に維持され
た調湿室で実施する。ここにおいて、試料の幅及び長さは、本明細書で定義される横方向
幅及び長手方向長さである。試料を試験前に２時間、約２３℃±２℃、約５０％±２％の
相対湿度で予め調湿する。
【００９０】
　試験のため、締着部材を次のように調製する：
　１．締着具を実質的に平らで水平な表面上に置く。　
　２．測定が可能なように、必要な参照線（例えばＬ０、Ｌ２５、Ｌ７５、Ｌ１００など
）を識別し印をつける（例えば、細字Ｓｈａｒｐｉｅなどの細いサインペンを使用）。　
　３．ＮＩＳＴ標準のスチール尺を用いて、必要な各寸法を１ｍｍ単位に四捨五入して測
定する。　
　４．必要な比は次の式で計算する：比＝１００％×［第１測定値／第２測定値］。例え
ば、Ｌ１００に対するＬ２５の長さの比＝１００％×［線Ｌ２５の長さ／線Ｌ１００の長
さ］である。
【００９１】
　本明細書に開示されている寸法及び値は、列挙した正確な数値に厳しく制限されるもの
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として理解すべきではない。それよりむしろ、特に規定がない限り、こうした各寸法は、
列挙された値とその値周辺の機能的に同等の範囲との両方を意味することが意図される。
例えば、「４０ｍｍ」として開示された寸法は、「約４０ｍｍ」を意味することを意図す
る。
【００９２】
　「発明を実施するための形態」で引用した全ての文献は、関連部分において本明細書に
参考として組み込まれるが、いずれの文献の引用も、それが本発明に関して先行技術であ
ることを容認するものとして解釈すべきではない。この文書における用語のいずれかの意
味又は定義が、参考として組み込まれる文献における用語のいずれかの意味又は定義と対
立する範囲については、本文書におけるその用語に与えられた意味又は定義を適用するも
のとする。
【００９３】
　本発明の特定の実施形態を説明及び記載してきたが、本発明の趣旨及び範囲から逸脱す
ることなく他の様々な変更及び修正を行うことができる。よって、本発明の範囲は、上記
の説明又は図面によって制限されるものではなく、添付の請求項によってのみ制限される
ことが意図される。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】

【図１０Ａ】 【図１０Ｂ】

【図１１】



(27) JP 2014-138889 A 2014.7.31

【図１２】

【図１３】

【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月15日(2014.4.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　伸展性が高く、接合線（５１）から延出する一体形成された締着部材（５０ａ、５０ｂ
）であって、該締着部材（５０ａ、５０ｂ）が前記接合線を横切って伸縮方向（６７）に
沿って延在し、外側末端（５４）で終わっており、前記接合線（５１）が、長手方向に最
も外側の第１横方向縁部（６８）及び反対の長手方向に最も外側の第２横方向縁部（６９
）のそれぞれの上にある長手方向に最も外側の第１及び第２接合点（５２、５３）を接続
し、前記長手方向に最も外側の第１横方向縁部（６８）は前記接合線（５１）から始まり
前記外側末端（５４）で終わる第１輪郭を有し、前記長手方向に最も外側の第２横方向縁
部（６９）は前記接合線（５１）から始まり前記外側末端（５４）で終わる第２輪郭を有
する、一体形成された締着部材（５０ａ、５０ｂ）を含み、
　前記締着部材（５０ａ、５０ｂ）は、伸展性領域内側限界及び外側限界（８６、８７）
を境界とする伸展性領域（６６）と、前記伸展性領域（６６）の外側に配置された締着領
域（７１）と、を含み、前記締着領域は、締着具（７０）を含むとともに少なくとも１，
５００Ｎ／ｍの剛性を有し、
　前記締着領域（７１）は、
　第１及び第２の内側締着領域角部（７２、７３）と、
　第１及び第２の外側締着領域角部（９２、９３）と、
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　前記接合線（５１）に対して垂直であるとともに前記第１及び第２の外側締着領域角部
（９２、９３）に接続された第１及び第２の横方向線（１１０、１１１）と、
　前記第１の内側締着領域角部（７２）と前記第１の外側締着領域角部（９２）とを接続
する第１の横方向縁部線（９０）と、
　前記第２の内側締着領域角部（７３）と前記第２の外側締着領域角部（９３）とを接続
する第２の横方向縁部線（９１）と、
　前記第１の横方向縁部線（９０）と前記第１の横方向線（１１０）との交差によって形
成された第１の締着領域横方向縁部角度（α）と、
　前記第２の横方向縁部線（９１）と前記第２の横方向線（１１１）との交差によって形
成された第２の締着領域横方向縁部角度（β）とを有し、
　前記第１の締着領域横方向縁部角度（α）および前記第２の締着領域横方向縁部角度（
β）のうち少なくとも一方が０°超から３０°である、着用可能な物品。
【請求項２】
　前記第１の締着領域横方向縁部角度（α）および前記第２の締着領域横方向縁部角度（
β）が両方とも０°超から３０°である、請求項１に記載の着用可能な物品。
【請求項３】
　前記第１の締着領域横方向縁部角度（α）および前記第２の締着領域横方向縁部角度（
β）が同一である、請求項１又は２に記載の着用可能な物品。
【請求項４】
　前記第１の締着領域横方向縁部角度（α）および前記第２の締着領域横方向縁部角度（
β）が異なる、請求項１又は２に記載の着用可能な物品。
【請求項５】
　末端領域（５５）を含み、前記末端領域（５５）は、前記伸展性領域（６６）の外側に
あるとともに、前記締着領域（７１）を含む前記締着部材（５０ａ、５０ｂ）の残りの部
分であり、前記末端領域（５５）は、前記締着領域（７１）と、前記伸展性領域（６６）
の外側に位置する中間領域（５７）とを有し、前記中間領域（５７）は、２００Ｎ／ｍ～
１０００Ｎ／ｍの範囲内の剛性を有する、請求項１乃至４のいずれか一項に記載の着用可
能な物品。
【請求項６】
　前記末端領域（５５）が内側長さ（ＬＲ）を含み、前記内側長さ（ＬＲ）が前記締着部
材（５０ａ、５０ｂ）の長さ（Ｌ）の６６％～８０％の範囲内である、請求項５に記載の
着用可能な物品。
【請求項７】
　前記末端領域（５５）が強化層によって強化されている、請求項５又は６に記載の着用
可能な物品。
【請求項８】
　前記締着部材が、前記締着領域（７１）の外側縁部（７５）から前記締着領域内側限界
（８６）までを測定した作用幅（ＷＡ）を有し、該作用幅は長手方向線Ｗ０及びＷ１００
を境界線とし、前記作用幅は、前記作用幅の２５％位置で長手方向線Ｗ２５によって、前
記作用幅の５０％位置で長手方向線Ｗ５０によって、前記作用幅の７５％位置で長手方向
線Ｗ７５によって、４つの等しい部分に分けることができ、前記締着部材は線Ｗ０、Ｗ２
５、Ｗ５０、及びＷ１００に沿ってそれぞれ測定可能な長さＬ０、Ｌ２５、Ｌ５０及びＬ
１００を有し、下記、
　Ｌ０はＬ１００の少なくとも２５％であり、
　Ｌ２５はＬ１００の少なくとも３０％であり、
　Ｌ５０はＬ１００の少なくとも５０％である、という関係が存在する、請求項１乃至７
のいずれか一項に記載の着用可能な物品。
【請求項９】
　前記締着部材が、前記締着領域（７１）の外側縁部（７５）から締着領域内側限界線（
８６）までを測定した作用幅（ＷＡ）を有し、該作用幅は長手方向線Ｗ０及びＷ１００を
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境界線とし、前記作用幅は、前記作用幅の２５％位置で長手方向線Ｗ２５によって、前記
作用幅の５０％位置で長手方向線Ｗ５０によって、前記作用幅の７５％位置で長手方向線
Ｗ７５によって、４つの等しい部分に分けることができ、前記長手方向に最も外側の横方
向縁部（６８、６９）のうち少なくとも一方が、線Ｗ２５とＷ５０との間に変曲点（９４
）を画定している、請求項１乃至８のいずれか一項に記載の着用可能な物品。
【請求項１０】
　前記接合線（５１）の内側の内側領域（８３）が非伸展性である、請求項１乃至９のい
ずれか一項に記載の着用可能な物品。
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